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に
し
み
や

幸
一

議
員
（
市
フ
ォ
）
　

令
和
４
年
３
月
末
を
も
っ
て
、
朝

日
体
育
館
を
廃
止
す
る
こ
と
が
報

告
さ
れ
た
が
、
体
育
館
の
処
分
の

方
針
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
各
種

西
村

陸

議
員（
公
明
）　
本
市
に

お
い
て
、
学
校
給
食
を
利
用
す
る

全
世
帯
数
と
小
・
中
学
校
に
３
人

以
上
が
就
学
中
の
多
子
世
帯
数
は
。

教
育
部
長
　
学
校
給
食
を
利
用
し

て
い
る
全
世
帯
数
に
つ
い
て
は
、

１
万
３
６
３
５
世
帯
で
、
３
人
以

上
が
就
学
中
の
多
子
世
帯
数
に
つ

い
て
は
、
６
５
７
世
帯
で
あ
る
。

議
員
　
多
子
世
帯
に
と
っ
て
、
学

校
給
食
費
の
補
助
が
あ
る
場
合
と

無
い
場
合
で
は
、
負
担
の
差
が
よ

り
大
き
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、

多
子
世
帯
に
対
応
し
た
児
童
手
当

西
の

な
お
美

議
員
（
ネ
ッ
ト
）
　
市

民
会
館
・
中
央
図
書
館
複
合
施
設

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
２

年
に
市
公
の
施
設

に
お
け
る
指
定
管

理
者
の
指
定
の
手

続
等
に
関
す
る
条

例
の
改
正
が
行
わ

れ
、
選
定
し
た
事

業
者
と
指
定
管
理

者
を
同
一
に
す
る

こ
と
と
な
っ
た
が
、

指
定
管
理
業
務
の

評
価
方
法
に
つ
い

前
川

浩
子

議
員（
市
フ
ォ
）　
ご
み

屋
敷
の
相
談
に
関
し
、
庁
内
で
の

情
報
共
有
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

生
活
環
境
部
長
　
市
民
等
か
ら
相

談
を
受
け
る
時
点
で
は
、
発
生
要

因
な
ど
が
複
雑
か
つ
不
明
瞭
な
こ

と
か
ら
、
最
初
に
受
け
た
部
署
で

は
な
く
、
適
切
に
対
応
で
き
る
部

署
と
情
報
共
有
を
行
い
、
相
互
に

連
携
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
る
。

議
員
　
ご
み
屋
敷
対
策
と
し
て
、

条
例
を
制
定
し
、
ご
み
出
し
支
援

等
を
行
う
自
治
体
が
増
え
て
い
る

が
、
本
市
で
も
条
例
を
制
定
す
る

考
え
は
。
ま
た
、
ご
み
屋
敷
を
片

付
け
た
後
、
福
祉
的
側
面
か
ら
の

支
援
が
必
要
と
思
う
が
ど
う
か
。

生
活
環
境
部
長
　
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
、
ご
み
出
し
支
援
が
必
要

な
事
例
は
あ
る
と
認
識
し
て
い
る

た
め
、
今
後
、
先
進
市
の
取
組
状

況
を
調
査
・
研
究
し
て
い
き
た
い
。

福
祉
保
健
部
長
　
福
祉
的
側
面
か

ら
の
支
援
に
つ
い
て
、
当
事
者
に

寄
り
添
っ
た
支
援
に
努
め
る
こ
と

が
必
要
と
認
識
し
て
い
る
。

他�

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
府
中
市
内
で
行
わ

れ
て
い
る
事
業
者
と
行
政
の
協
働
に
つ

い
て
●

生
活
保
護
申
請
時
の
扶
養
照
会

に
つ
い
て

説
明
会
等
の
状
況
を
聞
き
た
い
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
　
平
成
31
年

３
月
に
利
用
登
録
団
体
等
に
対
し
、

体
育
館
を
処
分
し
た
場
合
の
影
響

に
つ
い
て
、
意
見
交
換
会
を
開
催

し
た
ほ
か
、
令
和
２
年
10
月
及
び

11
月
に
は
、
新
た
に
定
め
た
追
加

情
報
の
提
供
等
の
場
と
し
て
説
明

会
を
開
催
し
て
お
り
、
今
後
も
同

様
に
丁
寧
な
対
応
に
努
め
て
い
く
。

議
員
　
朝
日
体
育
館
の
廃
止
に
際

し
、
利
用
登
録
団
体
の
代
替
活
動

場
所
の
確
保
に
つ
い
て
、
市
は
ど

の
よ
う
に
取
り
組
む
考
え
か
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
　
各
団
体
等

か
ら
代
替
先
の
要
望
等
を
伺
い
な

が
ら
、
案
内
な
ど
を
行
っ
て
き
た

が
、
従
前
か
ら
利
用
す
る
方

々
も
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き

続
き
、
で
き
る
だ
け
希
望
に

沿
え
る
よ
う
代
替
施
設
の
案

内
や
相
談
に
努
め
て
い
く
。

他�

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

お
け
る
「

処
分
」
等
に
よ
り
発

生
し
た
跡
地
利
用
に
対
す
る
住

民
意
見
反
映
に
つ
い
て

の
制
度
と
同
様
に
、
学
校
給
食
費

に
つ
い
て
も
、
世
帯
の
所
得
だ
け

で
は
な
く
、
子
ど
も
の
人
数
を
加

味
し
た
負
担
軽
減
の
考
え
方
を
取

り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

教
育
部
長
　
学
校
給
食
費
は
、
地

域
の
実
情
や
特
性
を
考
慮
し
て
決

定
し
、
保
護
者
負
担
の
軽
減
策
な

ど
も
、
各
自
治
体
の
判
断
に
よ
り

実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
多
子
世
帯

の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
は
、
財
源

確
保
等
を
含
め
、
様
々
な
課
題
が

あ
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

他�
防
災
力
向
上
へ
気
象
防
災
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
活
用
を

て
、
評
価
委
員
会
を
つ
く
り
、
第

三
者
が
評
価
す
る
考
え
は
な
い
か
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
　
事
業
評
価

に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
中
で
、
指
定
管
理

業
務
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
新
た
に

行
う
ほ
か
、
市
指
定
管
理
者
制
度

に
お
け
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
年

１
回
定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、

事
後
評
価
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

議
員
　
元
年
に
新
設
し
た
図
書
館

協
議
会
を
常
設
し
て
運
営
す
る
こ

と
を
強
く
求
め
た
い
が
、
同
協
議

会
の
今
後
の
予
定
は
。
→

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
　
今
後
の
予

定
に
つ
い
て
、
３
年
度
は
一
旦
休

止
と
な
る
が
、
４
年
度
以
降
、
新

た
な
課
題
が
あ
れ
ば
、
必
要
に
応

じ
て
再
開
す
る
予
定
で
あ
る
。

奥
村

さ
ち
子

議
員
（
ネ
ッ
ト
）
　
コ

ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
子
育
て
世
代

等
へ
の
様
々
な
支
援
事
業
が
中
止

や
縮
小
と
な
る
中
、
不
安
か
ら
産

後
鬱
な
ど
の
深
刻
な
状
況
に
な
る

人
が
増
え
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
産
前
産
後
や

育
児
に
関
す
る
本
市
の
相
談
件
数

は
増
加
し
た
の
か
。

子
ど
も
家
庭
部
長
　
令
和
２
年
の

相
談
件
数
に
つ
い
て
は
、
元
年
と

比
較
し
、
約
１
・
７
倍
で
あ
る
。

議
員
　
市
に
は
、
産
後
ケ
ア
事
業

の
更
な
る
拡
充
を
行
っ
て
ほ
し
い

奈
良
﨑

久
和

議
員（
公
明
）　
各

地
で
水
害
等
が
頻
発
し
て
い
る
昨

今
、
治
水
と
利
水
の
は
ざ
ま
で
課

題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
地
域
も

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
切
な
資
源

で
あ
る
水
を
有
効
に
活
用
す
る
た

め
、
公
共
施
設
に
お
け
る
水
の
利

用
に
つ
い
て
、
市
の
取
組
や
水
道

使
用
量
の
推
移
を
聞
き
た
い
。

市
長
　
市
職
員
エ
コ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
で
節
水
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
節
水
機
能
付
機
器
を
設

置
し
た
。

生
活
環
境
部
長
　
水
道
使
用
量
の

推
移
に
つ
い
て
、
平
成
21
年
度
の

赤
野

秀
二

議
員（
共
産
）　
市
に

お
け
る
官
製
談
合
事
件
は
、
市
政

に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事
件
で

あ
り
、
捜
査
上
の
問
題
と
政
治
上

の
問
題
は
別
の
問
題
と
考
え
る
な

ら
ば
、
市
民
に
明
ら
か
に
せ
ず
、

市
長
選
挙
を
行
っ
た
こ
と
は
、
市

長
に
政
治
的
・
道
義
的
責
任
が
あ

る
と
思
う
が
ど
う
か
。

市
長
　
警
察
に
よ
る
捜
査
の
進
捗

次
第
で
は
、
市
長
選
挙
前
で
の
逮

捕
等
も
十
分
あ
り
得
る
と
考
え
て

い
た
た
め
、
政
治
上
の
問
題
な
ど

の
指
摘
は
全
く
当
た
ら
な
い
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

が
、
対
象
時
期
の
緩
和
や
居
宅
訪

問
型
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の

ケ
ア
に
つ
い
て
、
市
の
考
え
は
。

子
ど
も
家
庭
部
長
　
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
個
別
型
産

後
ケ
ア
事
業
を
実
施
し
て
い
る
協

力
医
療
機
関
で
は
、
生
後
４
か
月

以
上
の
乳
幼
児
を
預
か
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
対
応
可
能
な
施

設
の
確
保
が
課
題
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
居
宅
訪
問
型
の
ケ
ア
に

つ
い
て
は
、
有
益
な
も
の
と
捉
え

て
い
る
が
、
人
員
の
確
保
等
が
課

題
で
あ
り
、
他
市
の
動
向
な
ど
を

参
考
に
調
査
・
研
究
し
て
い
く
。

約
33
万
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
、
令

和
元
年
度
の
約
26
万
立
方
メ
ー
ト

ル
に
減
少
し
て
い
る
。

議
員
　
更
な
る
節
水
に
向
け
て
、

使
用
水
量
を
削
減
し
な
が
ら
、
水

圧
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
節
水
バ

ル
ブ
が
あ
る
と
聞
く
。
そ
こ
で
、

市
は
、
実
証
実
験
等
も
視
野
に
設

置
を
進
め
る
考
え
は
あ
る
か
。

行
政
管
理
部
長
　
現
状
で
は
、
各

施
設
の
排
水
設
備
が
異
な
る
こ
と

等
か
ら
、
設
置
可
能
な
施
設
の
選

別
や
他
自
治
体
の
設
置
事
例
な
ど

を
調
査
・
研
究
し
て
い
き
た
い
。

議
員
　
談
合
の
問
題
を
断
ち
切
ろ

う
と
思
え
ば
、
市
に
は
、
公
判
で

明
ら
か
に
な
っ
た
新
た
な
事
実
を

含
め
て
、
聞
き
取
り
な
ど
の
調
査

を
実
施
し
、
市
民
に
説
明
す
る
責

任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

政
策
総
務
部
長
　
新
た
な
事
実
も

含
め
た
捜
査
は
、
既
に
終
結
し
て

い
る
こ
と
を
警
視
庁
に
確
認
し
た

こ
と
か
ら
、
市
と
し
て
、
捜
査
は

全
般
的
に
尽
く
さ
れ
た
も
の
と
認

識
し
て
お
り
、
改
め
て
聞
き
取
り

等
の
調
査
を
行
う
予
定
は
な
い
。

他�

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
懸
念
に
つ

い
て

朝 日 体 育 館 の 廃 止 に 際 し
利用登録団体の代替活動場所の確保について
市 は ど の よ う に 取 り 組 む 考 え か

多 子 世 帯 の 学 校 給 食 費 に つ い て
子どもの人数を加味した負担軽減の考え方を
取 り 入 れ る こ と は で き な い か

図書館協議会を常設して運営することを

強く求 めたいが 、 今 後 の 予 定は

ご み 屋 敷 対 策 と し て

本市でもごみ出し支援等を行う

条 例 を 制 定 す る 考 え は

引き続き、できるだけ希望に沿えるよう

代替施設の案内や相談に努めていく

財 源 確 保 等 を 含 め
様々な課題があるものと
捉 え て い る

新 た な 課 題 が あ れ ば

必要に応じて再開する予定である

今後、先進市の取組状況を

調査・研究していきたい

産
後
ケ
ア
事
業
の
更
な
る
拡
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を
行
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ほ
し
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捜
査
は
全
般
的
に
尽
く
さ
れ
た
も
の
と

認
識
し
て
お
り
、
改
め
て
聞
き
取
り
等
の

調

査

を

行

う

予

定

は

な

い

　▲�中学校の給食風景

　▲朝日体育館

▲�市民会館・中央図書館複合施設
（ルミエール府中）
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